
詳細は、窓口へお問い合わせください。

市街化調整区域の建築行為については、
奈良県の担当する窓口へお問い合わせください。

詳細は、窓口へお問い合わせください。

橿原市内では、建築協定はありません。

P4

で検索できます。　ホームページ
(かしはらのちず)


